
 

○扶桑町内企業再投資促進補助金交付要綱 

平成25年９月27日要綱第40号 

改正 

平成27年３月30日要綱第17号 

（目的） 

第１条 扶桑町内企業再投資促進補助金（以下「補助金」という。）は、企業等の流出防止及

び雇用の維持拡大を図り、もって地域経済の振興及び地域の活性化に資することを目的とし

て、町内に長年立地する事業者に対し、当該事業者が行う工場又は研究所（以下「工場等」

という。）の新設又は増設の再投資に係る事業に要する経費の一部を予算の範囲内において

交付するものとし、その交付については、扶桑町補助金等の予算執行に関する規則（昭和50

年扶桑町規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるとこ

ろによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 製造業等 統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準である日

本標準産業分類（以下「産業分類」という。）に掲げる製造業及びソフトウェア業に分類

される産業をいう。 

(２) 工場 製造業等の用に供する施設をいう。 

(３) 研究所 産業分類に掲げる製造業に係る研究又は開発の用に供する施設をいう。 

(４) 次世代成長分野等 次に掲げる分野をいう。 

ア 次世代自動車関連分野（自動車関連を含む。） 

イ 航空宇宙関連分野 

ウ 環境・新エネルギー関連分野 

エ 健康長寿関連分野 

オ 情報通信関連分野 

カ ロボット関連分野 

キ 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平成

19年法律第40号）に基づく東尾張地域基本計画の指定集積業種の分野 

ク その他愛知県知事と協議の上町長が認める分野 

(５) 企業 営利目的をもって事業を営む法人（国又は地方公共団体が経営する企業は除

く。）をいう。 

(６) 新設 扶桑町内において、新たに土地を取得し、工場等を建設することをいう。 

(７) 増設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。 

ア 既に事業を行っている敷地内に新たな工場等を建設すること。 

イ 自ら所有する既存の工場等を増築すること。 

ウ 自ら所有又は賃借する工場等において、事業の用に供する機械及び装置を一新するこ

と。 

(８) 事業所 単一の経営主体のもと、一区画の土地を占めて人、機械及び装置を有して経

済活動が継続的に行われている場所的単位をいう。 

(９) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する中小企業者

及び中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１項に規定する

中小企業団体をいう。 



 

(10) 固定資産取得費用 地方税法（昭和25年法律第226号）第341条第１号に規定する固定

資産（土地を除く。以下同じ。）の取得に要する費用（消費税及び地方消費税相当額を除

く。）のうち、次の各号の条件を満たす費用の合計額をいう。 

ア 工場等の新設又は増設の工事に要する経費のうち専ら生産、研究又は開発の用に供す

る部分の建設に要する費用 

イ 生産、研究又は開発の用に供する償却資産の取得に要する費用 

(11) 常用雇用者 工場等を主たる勤務地とし、期間を定めず雇用される者 

(12) 操業 第８条に規定する補助事業認定申請書に基づき、工場等において事業活動を行

うことをいう。 

(13) 町税 扶桑町税条例（昭和38年扶桑町条例第２号）第３条各号に規定する税目をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、町内において次世

代成長分野等に該当する工場等の新設又は増設をする事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は補助事業としない。 

(１) 扶桑町企業立地促進条例（平成24年条例第２号）第３条の規定による奨励措置を受け

た企業による事業 

(２) 完全親会社（子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。）とその子

会社の間で売買又は賃借をする事業 

(３) 前２号に掲げる事業のほか、町長が補助金を交付することが不適当と認める事業 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 工場等の新設又は増設をする中小企業者（次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

に限る。） 

ア 20年以上工場等が愛知県内に立地し、かつ、25人以上の常用雇用者数を有する事業者

であること。 

イ 10年以上工場等が扶桑町内に立地し、かつ、25人以上の常用雇用者数を有する事業者

であること。 

ウ 原則として、補助事業に係る工場等の操業を開始した日から２年間は、25人以上の常

用雇用者数を維持すること。 

エ 当該工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が１億円以上であること。 

オ 愛知県新あいち創造産業立地補助事業の認定を受けていること。 

カ 過去に同一の工場等の同一事業において補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助

金の交付を受けていないこと。 

キ 扶桑町暴力団排除条例（平成24年扶桑町条例第３号。次号において「条例」という。）

に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者でないこと。 

ク 町税に滞納がない者であること。 

(２) 工場等の新設又は増設をする事業者（次に掲げる要件のいずれにも該当するものに限

る。） 

ア 20年以上工場等が愛知県内に立地し、かつ、100人以上の常用雇用者数を有する事業

者であること。 

イ 10年以上工場等が扶桑町内に立地し、かつ、100人以上の常用雇用者数を有する事業

者であること。 



 

ウ 原則として、補助事業に係る工場等の操業を開始した日から２年間は、100人以上の

常用雇用者数を維持すること。 

エ 当該工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が25億円以上であること。 

オ 愛知県新あいち創造産業立地補助事業の認定を受けていること。 

カ 過去に同一の工場等の同一事業において補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助

金の交付を受けていないこと。 

キ 条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者でな

いこと。 

ク 町税に滞納がない者であること。 

（補助の対象とする経費） 

第５条 補助金の交付の対象とする経費は、当該工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費

用の合計額に相当する額（次条において「補助対象経費」という。）とする。 

（補助率及び補助金の額） 

第６条 補助率及び補助金の額は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 第４条第１号に該当する者に係る補助金の額は、補助対象経費の10パーセントに相当

する額又は２億円のいずれか低い額以内とする。この場合において、その算出した補助金

の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(２) 第４条第２号に該当する者に係る補助金の額は、１億円とする。 

（補助事業の認定） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、行おうとする補助事業について、

町長の認定を受けなければならない。 

（認定の申請等） 

第８条 前条の規定による補助事業の認定を受けようとする者は、扶桑町内企業再投資促進補

助事業認定申請書（様式第１）にその他必要な書類を添えて、工場等の新設又は増設に係る

工事に着手する日（工場等の建物を賃借する場合は、その契約を締結する日）の30日前まで

に町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとす

る。 

３ 町長は、前項の規定により認定の決定をしたときにあってはその旨及び町長が必要と認め

る条件を扶桑町内企業再投資促進補助事業認定通知書（様式第２）により、不認定の決定を

したときにあってはその旨及びその理由を扶桑町内企業再投資促進補助事業不認定通知書

（様式第３）により認定の申請をした者に通知するものとする。 

（審査会） 

第９条 町長は、前条第２項の認定に当たり補助事業の内容を審査するため、扶桑町企業立地

促進審査会（次項において「審査会」という。）を置き、意見を聴くものとする。 

２ 審査会の組織は別に定めるものとする。 

（届出の義務） 

第10条 第８条第３項の規定により認定の決定の通知を受けた者（以下「認定事業者」とい

う。）は、次の各号に定めるときには、速やかに当該各号に定める書類を町長に届け出なけ

ればならない。 

(１) 工場等の新設又は増設に係る工事に着手又は工事が完了したとき 工事（着手・完了）

届（様式第４） 



 

(２) 新設又は増設に係る工場等の操業を開始したとき 操業開始届（様式第５） 

(３) 工場等の操業を開始した日から１年及び２年をそれぞれ経過したとき 常用雇用者数

報告届（様式第６） 

（認定内容の変更等） 

第11条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、町長の承認を受

けなければならない。 

(１) 第８条第１項の認定の申請の内容に変更があるとき。 

(２) 補助事業に係る工場等の全部又は一部の操業を休止し、又は廃止するとき。 

２ 前項の規定による承認を受けようとする認定事業者は、扶桑町内企業再投資促進補助事業

認定内容変更等申請書（様式第７）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、扶桑町内

企業再投資促進補助事業認定内容変更等承認通知書（様式第８）により当該認定事業者に通

知するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、条件を付す又は先に付

した条件を取り消すことができる。 

（認定の取消し） 

第12条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取

り消すことができる。 

(１) 補助事業の計画に著しい変更があったとき。 

(２) 補助事業に係る工場等の操業を開始した日から補助金の交付の決定がなされるまでの

間に当該工場等を著しく縮小し、休止し、又は廃止したとき。 

(３) 町税を滞納したとき。 

(４) 虚偽その他不正な手段により、認定を受けたとき。 

(５) 法令若しくはこの要綱の規定又は第８条第３項の規定による認定の決定の通知若しく

は第11条第３項の規定による承認の通知において付された条件に違反したとき。 

(６) 著しく信用を失墜する等町との信頼関係を損なう行為を行ったとき。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適切であると認めると

き。 

２ 町長は、前項の規定により認定を取り消すときは、扶桑町内企業再投資促進補助事業認定

取消通知書（様式第９）により当該認定事業者に通知するものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第13条 認定事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（地位の承継） 

第14条 前条の規定にかかわらず、認定事業者に相続、譲渡、合併、分割等による変更が生じ

たことにより、当該認定事業者が他の者に補助事業を承継し、かつ、当該補助事業が継続し

て行われる場合に限り、当該補助事業を承継する者は、町長の承認を受け、当該認定事業者

の地位を承継することができる。 

（交付の申請及び決定） 

第15条 認定事業者が補助金の交付を受けようとするときは、新設又は増設をした工場等の操

業を開始した日から１年以内（これにより難い場合にあっては、町長が認める日まで）に、

扶桑町内企業再投資促進補助金交付申請書（様式第10。第17条において「交付申請書」とい

う。）に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、規則第６条の規定により補助金の交付を決定したときは、扶桑町内企業再投資促



 

進補助金交付決定通知書（様式第11。第18条において「交付決定通知書」という。）により

通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第16条 申請の取下げは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から30日以内とし、その取下

げは、その旨を記載した書面を町長に提出して行わなければならない。 

（実績報告） 

第17条 規則第９条の規定による実績報告は、第15条第１項の規定による交付申請書の提出を

もって、これに代えるものとする。 

（補助金の交付） 

第18条 補助金の交付決定を受けた認定事業者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定

通知書を受け取った日以後に、扶桑町内企業再投資促進補助金交付請求書（様式第12。次項

において「請求書」という。）を提出するものとする。 

２ 町長は、前項の請求書を受け取った日から起算して30日以内に補助金を交付するものとす

る。 

（交付決定の取消し等） 

第19条 町長は、規則第10条の規定によるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、補助金の交付決定を取消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

(１) 第12条第１項第３号から第６号までの規定に該当するとき。 

(２) 補助事業に係る工場等の操業を開始した日から５年以内に当該工場等を著しく縮小し、

休止し、又は廃止したとき。 

(３) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

(４) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者であることが判明したと

き。 

(５) 前４号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適切であると認めると

き。 

２ 前項第２号の補助金の返還額は、操業を開始した日から３年以内は全額、それ以外の場合

は半額とする。 

（加算金及び遅延利息） 

第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該補助金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を返還した場合における

その後の期間については、既納額を控除した額）につき、年10.95パーセントの割合で計算

した加算金を町に納付しなければならない。 

２ 前項の規定により、加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付し

た金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命

ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

３ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期

限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で

計算した遅延利息を町に納付しなければならない。 

４ 第１項の加算金及び前項の遅延利息に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

５ 町長は、第１項及び第３項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加



 

算金又は遅延利息の全部又は一部を免除することができる。 

６ 第１項及び第３項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日

当たりの割合とする。 

（財産処分の制限） 

第21条 補助事業者は、補助事業により取得した固定資産を、町長の承認を受けないで補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。ただし、当該

固定資産を取得後、５年を経過した場合はこの限りでない。 

（報告及び立入検査） 

第22条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、当該事業者

に対して必要な報告を求め、又は町職員に当該工場等への立入検査をさせることができる。 

（生活環境の配慮及び法令の遵守） 

第23条 認定事業者は、補助事業に係る工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮を行うため

に、環境の保全に関する法令に定めるもののほか、町長の指示に従い、必要な措置を講じな

ければならない。 

（委任） 

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日要綱第17号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１（第８条関係） 

 

 



 

 

  



 

様式第２（第８条関係） 

 

  



 

 

  



 

様式第４（第10条関係） 

 

  



 

様式第５（第10条関係） 

 
  



 

様式第６（第10条関係） 

 
  



 

様式第７（第11条関係） 

 

  



 

様式第８（第11条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

様式第10（第15条関係） 

 

 



 

 

  



 

様式第11（第15条関係） 

 

  



 

様式第12（第18条関係） 

 

 


